
 

 

   診療報酬施設基準の届出加算     令和４年４月１日 

 

 

１． 夜間・早朝等加算                     ５０点 

２． 時間外対応加算１                      ５点 

３． 明細書発行体制等加算                    １点 

４． 機能強化加算       （初診を行った場合に）      ８０点 

５． ★外来感染対策向上加算  （初診・再診月１回に限り）     ６点 

６． ★情報通信機器を用いた診療      （初診２５１点・再診７３点） 

 

７． 有床診療所入院基本料１（１日につき） 

１４日以内                      ９１７点 

 １５日以上３０日以内                 ７１２点 

 ３１日以上                      ６０４点 

・医師配置加算１                    １２０点 

・夜間の緊急体制１                    １５点 

・看護配置加算１                     ６０点 

・夜間看護配置加算１                  １０５点 

・看護補助配置加算１                   ２５点 

・有床診療所一般病床初期加算  （急性期患者支援）    １５０点 

     ２１日限度       （在宅患者支援）     ３００点 

・看取り加算    （入院日から３０日以内に看取り）   ２０００点 

８． 入退院支援加算２（退院時１回）             １９０点   

（死亡退院または転院退院は算定できません。）    

９． 脳血管疾患等リハビリテ－ション料Ⅲ           １００点 

運動器リハビリテ－ション料Ⅲ               ８５点 

 

１０．がん治療連携指導料     （外来患者のみ月１回）    ３００点 

 

１１．在宅療養支援診療所                往診料７２０点 

在宅訪問診療料        同一建物以外８８８点・同一建物２１３点 

在宅時医学総合管理料       1人３７００点・10人以上１０００点 

施設入居時等医学総合管理料    1人２６００点・10人以上１０００点 

在宅がん医療総合診療料     処方箋交付１４９５点・なし１６８５点 

 

１２．入院時食事療養（Ⅰ）    

１食につき６４０円      （特別食加算７６円・食堂加算５０円） 

 



 

 

診療報酬施設基準の届出 

 
下記の診療報酬施設基準の届出を行っております。 

 

 

１．  夜間・早朝等加算 

２．  時間外対応加算Ⅰ 

３．  明細書発行体制等加算 

４．  機能強化加算 

５．  外来感染対策向上加算 

６．  情報通信機器を用いた診療 

７．  有床診療所入院基本料Ⅰ 

８．  入退院支援加算Ⅱ 

９．  脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅲ 

１０． 運動器リハビリテーション料Ⅲ 

１１． がん治療連携指導料 

１２． 在宅療養支援診療所 

１３． 入院時食事療養Ⅰ 

１４． 特別の療養環境の提供 


